


















（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △28,355

減価償却費 39,622

投資有価証券評価損益（△は益） 25,085

損害賠償損失 7,259

賞与引当金の増減額（△は減少） 145

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,237

製品保証引当金の増減額（△は減少） △867

受注損失引当金の増減額（△は減少） 3,415

受取利息及び受取配当金 △9,887

支払利息 7,898

売上債権の増減額（△は増加） △20,124

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,953

仕入債務の増減額（△は減少） △755,189

その他 71,938

小計 △571,866

利息及び配当金の受取額 9,639

利息の支払額 △8,742

法人税等の支払額 △6,359

法人税等の還付額 35,456

損害賠償金の支払額 △7,259

支払手数料の支払額 △3,086

営業活動によるキャッシュ・フロー △552,219

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △300,000

定期預金の払戻による収入 300,000

投資有価証券の取得による支出 △65,582

有形固定資産の取得による支出 △40,198

無形固定資産の取得による支出 △5,432

その他 △2,449

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,661

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △35,900

配当金の支払額 △37,299

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △739,080

現金及び現金同等物の期首残高 2,406,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,667,580
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    当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

     該当事項はありません。  

    当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

     該当事項はありません。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 第１四半期連結会計期間末における請負案件において、損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積

もることができる請負案件が認識されたため、第１四半期連結会計期間から、当該損失見込額を受注損失引当金

として計上しております。 

 なお、これにより当第２四半期連結累計期間の売上原価が3,415千円増加し、営業損失及び税金等調整前四半

期純損失が同額増加し、経常利益が同額減少しております。 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項

の変更 

（1）連結の範囲の変更  

 第１四半期連結会計期間より、株式

会社ラアペックは新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。 

（2）変更後の連結子会社の数  

   ２社 

２．会計処理基準に関する事

項の変更 

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、商品・原材料・

仕掛品は個別法による原価法、貯蔵品

は最終仕入原価法による原価法によっ

ておりましたが、第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴

い、商品・原材料・仕掛品は個別法に

よる原価法、貯蔵品は最終仕入原価法

による原価法（いずれも貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しており

ます。  

 なお、この変更に伴う当第２四半期

連結累計期間の営業損失、経常利益及

び税金等調整前四半期純損失に与える

影響は軽微であります。 

【簡便な会計処理】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

【追加情報】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年12月31日） 

――――― 

  

  

  

  

※１ 連結会計年度末日満期手形の会計処理については当

連結会計年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。当

連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

受取手形        千円2,952

    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基づく当第２四半

期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。  

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
千円1,700,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円1,700,000

 ２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

を締結しております。これら契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。  

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 
千円1,700,000

借入実行残高 千円－

差引額 千円1,700,000

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 当社グループの売上高は、第２四半期連結会計期間

及び第４四半期連結会計期間に、主力部門であるスー

パーマーケット関連部門及びフードシステム関連部門

における物件の受注及び完成引渡が集中することか

ら、四半期連結会計期間の売上高には季節的変動があ

ります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

役員報酬 38,278千円  

従業員給料及び手当 218,850  

法定福利費  39,140  

賞与引当金繰入額  2,368  

貸倒引当金繰入額 24,237  
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当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 当社グループの売上高は、第２四半期連結会計期間

及び第４四半期連結会計期間に、主力部門であるスー

パーマーケット関連部門及びフードシステム関連部門

における物件の受注及び完成引渡が集中することか

ら、四半期連結会計期間の売上高には季節的変動があ

ります。   

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

役員報酬  18,905千円  

従業員給料及び手当  111,273  

法定福利費  18,477  

賞与引当金繰入額    2,368  

貸倒引当金繰入額 23,164  

製品保証引当金繰入額 768  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年６月30日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定 1,967,580

預入期間が３か月を超える定期預金   △300,000

現金及び現金同等物   1,667,580
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至

平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

３．新株予約権等に関する事項 

 ストック・オプションとしての新株予約権 

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

 ５．株主資本の著しい変動に関する事項 

 該当事項はありません。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っております

が、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。 

当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

 当社グループの所有する有価証券は、企業集団の事業の運営において重要なものではありません。 

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年６月30日） 

  当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 売上原価            569千円 

 販売費及び一般管理費     3,008千円 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

（株主資本等関係）

普通株式 7,864千株 

普通株式  553千株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 親会社  15,887千円 

  

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年３月27日 

定時株主総会 
普通株式 37,053 5.00  平成20年12月31日  平成21年３月30日 利益剰余金 

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 当社及び当社の連結子会社は一貫した店舗施設制作を事業内容としており、事業区分が単一セグメントであ

るため、該当事項はありません。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）  

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年12月31日） 

１株当たり純資産額 444.88円 １株当たり純資産額 460.79円

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１株当たり四半期純損失金額 15.53円 １株当たり四半期純利益金額 23.19円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円）  △114,004  169,558

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円） 
 △114,004  169,558

期中平均株式数（千株）  7,342  7,310

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

――――― ――――― 

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年８月11日

株式会社ラックランド 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 中島 茂喜  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 大屋 浩孝  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラック

ランドの平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から

平成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ラックランド及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 




